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(57)【要約】
【課題】簡単な構造で椅子を使用状態にし、また折り畳
み可能とする。
【解決手段】鞄は鞄本体２とベースフレーム１とを備え
、ベースフレーム１が一対の支柱５を連結している水平
台３と、支柱５に連結している折り畳み椅子７とを備え
る。折り畳み椅子７は、水平姿勢から垂直姿勢に折り畳
みできる座台８と、座台８の第１の端部８Ａに上端を連
結している折畳脚９と、座台８の第２の端部８Ｂと折畳
脚９に連結している第１リンク３１と、折畳脚９の中間
と支柱５の下端部に連結している第２リンク３２とを備
える。ベースフレーム１は、折畳脚９と座台８が水平方
向に開かれ、座台８と支柱５との連結部の降下が座台ス
トッパ３４で停止され、第１リンク３１の可動端３１Ａ
が降下して中間ストッパ３５で停止されて、第２リンク
３２が折畳脚９の開度を制限する状態で展開されると共
に、第１リンク３１、折畳脚９、及び第２リンク３２を
介して座台８が水平姿勢に保持される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鞄本体と、
　前記鞄本体を搭載して走行可能なベースフレームと
を備える鞄であって、
　前記ベースフレームは、
　　下面に走行用のキャスターを固定して、上に鞄本体を配置してなる水平台と、
　　前記水平台に下端を連結している一対の支柱と、
　　前記支柱に折り畳み自在に連結している折り畳み椅子と
を備え、
　前記折り畳み椅子が、
　　前記支柱に水平姿勢から垂直姿勢に折り畳みでき、かつ上下に移動できるように連結
している座台と、
　　前記座台の降下位置を制限する座台ストッパと、
　　前記座台の支柱側の第１の端部に上端を傾動できるように連結している折畳脚と、
　　一端を固定端として前記座台の前記第１の端部と対向する第２の端部に傾動自在に連
結し、他端を可動端として前記折畳脚に沿って上下に移動できるように該折畳脚に連結し
ている第１リンクと、
　　前記折畳脚の中間部に固定されて前記第１リンクの可動端の降下位置を制限する中間
ストッパと、
　　一端を前記折畳脚の中間に、他端を支柱の下端部又は水平台に傾動できるように連結
して折畳脚の開度を制限する第２リンクと
を備え、
　前記座台、前記折畳脚、前記第１リンク、及び前記第２リンクが前記支柱と平行な垂直
姿勢となるように傾動されると共に、前記座台と前記支柱との連結部が上昇されて、前記
折り畳み椅子が折り畳まれ、
　前記折畳脚が開脚されると共に、前記座台が垂直姿勢から水平方向に開かれ、前記座台
と前記支柱との前記連結部が降下されて前記座台ストッパで停止され、前記第１リンクの
可動端が降下して前記中間ストッパで停止されて、前記第２リンクが折畳脚の開度を制限
する状態で前記折り畳み椅子が展開され、前記第１リンク、前記折畳脚、及び前記第２リ
ンクを介して前記座台が水平姿勢に保持されるようにしてなる折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項２】
　請求項１に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記第１リンクは、前記折畳脚に沿って上下に摺動する摺動筒と、一端が前記座台の前
記第二の端部に、他端が前記摺動筒に回動自在に連結されたリンク本体とを備えており、
　前記折り畳み椅子を展開する際に、前記摺動筒を前記第１リンクの可動端として、前記
折畳脚に沿って自重で降下させるようにしてなる折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項３】
　請求項１または２に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記座台が、水平姿勢において座面となる座面プレートを備えており、前記座面プレー
トを略矩形状とすると共に、該座面プレートの横幅を前記一対の支柱の間隔よりも大きく
してなる折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項４】
　請求項３に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記座台が、水平姿勢において下方に突出する周壁を前記座面プレートの周囲に沿って
備えており、該座台の前記第１の端部及び前記第２の端部に沿って形成される前記周壁に
は、前記支柱を案内する切欠部を形成しており、
　前記座台の垂直姿勢において、前記座台の両側の周壁を前記一対の支柱の外側に配置し
、前記支柱を前記切欠部に案内して、該一対の支柱の一部を該座台の内側に収納してなる
折り畳み椅子を有する鞄。
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【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記座台と前記支柱とを連結してなる第３リンクを備えており、
　前記第３リンクは、一端を前記座台の前記第１の端部に連結し、他端を前記支柱の中間
部に連結して、垂直面内で回動できるように配置されており、
　水平姿勢の前記座台を垂直姿勢とする際に、前記第３リンクが垂直姿勢となるように傾
動しながら前記第１の端部を押し上げて、前記座台と前記支柱との前記連結部を上昇させ
るようにしてなる折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記座台と前記第１リンクとの連結部分に弾性体を備えており、前記弾性体が、前記第
１リンクを前記座台に対して該第１リンクの可動端を前記座台から離す方向に付勢してな
る折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項７】
　請求項６に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記弾性体が前記第１リンクの固定端を前記座台に連結する回動軸に挿通されたコイル
バネで、前記コイルバネの一端を接線方向に延長して前記座台に連結し、他端を接線方向
に延長して前記第１リンクに連結してなる折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記座台を垂直姿勢に係止するロック機構を備えており、前記ロック機構は垂直姿勢か
ら水平姿勢に傾動するときにロック状態を解除するロック解除ボタンを座台の先端側に設
けてなる折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項９】
　請求項８に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記ロック機構が、前記第２リンクに設けてなる係止部と、前記座台の内側に配置され
て前記係止部の係止位置に弾性的に突出する弾性突出部と、前記弾性突出部を前記ロック
解除ボタンに連結して、該弾性突出部を係止位置から係止解除位置に移動させる駆動機構
とを備える折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記支柱に、上下に移動できるように上下台を連結しており、前記上下台に前記座台と
前記折畳脚とを折り畳みできるように連結している折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記第２リンクの一端が、前記折畳脚に設けられた前記中間ストッパに連結されてなる
折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載される折り畳み椅子を有する鞄であって、
　前記水平台は、底面視を略四角形状とすると共に、底面の四隅部に水平面内で回転自在
な４個の首振り自在なキャスターを固定して、４個の前記キャスターで前記ベースフレー
ムを自立状態とすると共に、前記キャスターを水平面内で回転できる状態として、該ベー
スフレームを移動できるようにしており、
　さらに、４個の前記キャスターの水平方向の向きを、前記水平台の移動を停止するスト
ップ方向に停止して、該ベースフレームの移動を停止するようにしてなるストッパ機構を
備え、
　前記ストッパ機構が、４個の前記キャスターの水平方向の向きをストップ方向に停止し
た状態に保持して、該ベースフレームの移動を停止状態とする折り畳み椅子を有する鞄。
【請求項１３】
　鞄本体を搭載して走行可能なベースフレームであって、
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　下面に走行用のキャスターを固定して、上に鞄本体を搭載可能な水平台と、
　前記水平台に下端を連結している一対の支柱と、
　前記支柱に折り畳み自在に連結している折り畳み椅子と
を備え、
　前記折り畳み椅子が、
　　前記支柱に水平姿勢から垂直姿勢に折り畳みでき、かつ上下に移動できるように連結
している座台と、
　　前記座台の降下位置を制限する座台ストッパと、
　　前記座台の支柱側の第１の端部に上端を傾動できるように連結している折畳脚と、
　　一端を固定端として前記座台の前記第１の端部と対向する第２の端部に傾動自在に連
結し、他端を可動端として前記折畳脚に沿って上下に移動できるように該折畳脚に連結し
ている第１リンクと、
　　前記折畳脚の中間部に固定されて前記第１リンクの可動端の降下位置を制限する中間
ストッパと、
　　一端を前記折畳脚の中間に、他端を水平台又は支柱の下端部に傾動できるように連結
して折畳脚の開度を制限する第２リンクと
を備え、
　前記座台、前記折畳脚、前記第１リンク、及び前記第２リンクが前記支柱と平行な垂直
姿勢となるように傾動されると共に、前記座台と前記支柱との連結部が上昇されて、前記
折り畳み椅子が折り畳まれ、
　前記折畳脚が開脚されると共に、前記座台が垂直姿勢から水平方向に開かれ、前記座台
と前記支柱との前記連結部が降下されて前記座台ストッパで停止され、前記第１リンクの
可動端が降下して前記中間ストッパで停止されて、前記第２リンクが折畳脚の開度を制限
する状態で前記折り畳み椅子が展開され、前記第１リンク、前記折畳脚、及び前記第２リ
ンクを介して前記座台が水平姿勢に保持されるようにしてなるベースフレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り畳みできる椅子を設けている鞄及びこれを構成するベースフレームに関
し、とくに椅子を簡単に使用状態とし、また折り畳みできるようにして便利に使用できる
折り畳み椅子を有する鞄及びこれを構成するベースフレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　折り畳みできる椅子を有する鞄は開発されている（特許文献１参照）。この鞄は、図１
７と図１８に示すように、鞄の背面に連結されて、座台１９１を開いて椅子１９０に使用
できることから、休憩するときに椅子として便利に使用できる。ただ、この椅子１９０は
、使用状態としたり、折り畳むのに手間がかかる欠点がある。それは、使用するときは、
座台１９１を水平に開いた後、折畳脚１９２を開いて座台１９１を水平に支持してロック
し、さらに折り畳みするには、折畳脚１９２を閉じて座台１９１を支柱１９５と水平な姿
勢に折り畳みするからである。
【０００３】
　以上の問題点を解決するために、本出願人は、図１９と図２０に示す折り畳みできる椅
子を有する鞄を出願した（特許文献２参照）。この鞄は、水平台２０１に下端を連結して
いる一対の支柱２０５と、この支柱２０５に折り畳みできるように連結している座台２３
１と、この座台２３１の降下位置を制限する座台ストッパ２３７と、上端を傾動できるよ
うに座台２３１に連結している折畳脚２３２と、一端を折畳脚２３２の中間に連結し、他
端を座台２３１の下面において、支柱２０５に接近し、又離れる方向に移動できるように
連結している第１リンク２３３と、一端を折畳脚２３２の中間に、他端を水平台２０１に
連結して折畳脚２３２の開度を制限する第２リンク２３４とを備えている。
【０００４】
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　この鞄は、座台２３１と支柱２０５との連結部２４０を上昇させて、座台２３１と折畳
脚２３２と第１リンク２３３と第２リンク２３４とを支柱２０５と平行な姿勢として折り
畳み、座台２３１を垂直姿勢から水平方向に開き、座台２３１と支柱２０５との連結部２
４０を降下させて座台ストッパ２３７に停止させて、折畳脚２３２を開脚し、第１リンク
２３３を支柱２０５から離れる方向に移動させて、第２リンク２３４が折畳脚２３２の開
度を制限する状態で、座台２３１を第１リンク２３３と折畳脚２３２とを介して水平姿勢
に保持する。さらに、この鞄は、第１リンク２３３と第２リンク２３４を、折り畳み位置
で弾性力の作用しない弾性ロッド２３９を介して連結しており、この弾性ロッド２３９の
弾性力が、支柱２０５に対して傾動される第２リンク２３４でもって、第１リンク２３３
を座台２３１に沿って移動できるようにしている。
【０００５】
　以上の鞄は、座台を開いて椅子として使用する状態では、弾性ロッドが第１リンクを座
台の支持位置に移動させ、座台を閉じて椅子を折り畳む状態にすると、弾性ロッドが第１
リンクを折り畳み位置に移動させる。このため、第１リンクと第２リンクとを弾性ロッド
で連結する極めて簡単な構造としながら、簡単かつ容易に、しかも速やかに折り畳み椅子
を使用状態にでき、また速やかに折り畳みして便利に使用できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３４４３５５号公報
【特許文献２】特開２００９－２９７１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ただ、以上の鞄は、座台を開いて椅子とする際には、弾性ロッドが第１リンクの先端を
座台の支持位置に移動させようとする方向と、座台の水平角度がずれていると、第１リン
クの先端を速やかに座台の支持位置に移動できず、座台を速やかに水平姿勢として定位置
に配置できない問題点がある。また、座台を折り畳む際にも、第１リンクの先端を支柱に
接近する方向に移動させる必要がある。
【０００８】
　また、第１リンクと第２リンクとを弾性ロッドで連結し、この弾性ロッドを介して第１
リンクを所定の方向に付勢するので、弾性ロッドが必要となり、製造コストが高くなる問
題点がある。また、弾性ロッドは、弾性変形する硬質プラスチックで成形するので経時的
な劣化により、長期間にわたって所定の弾性力を保持するのが難しい問題点もある。
【０００９】
　本発明は、以上の欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の目的の
一は、簡単な構造としながら、簡単かつ容易に折り畳み状態にある椅子を展開して使用状
態にでき、また折り畳みできる折り畳み椅子を有する鞄及びこれを構成するベースフレー
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の形態に係る折り畳み椅子を有する鞄によれば
、鞄本体２と、鞄本体２を搭載してなる走行可能なベースフレーム１とを備える鞄であっ
て、ベースフレーム１が、下面に走行用のキャスター４を固定して、上に鞄本体２を配置
してなる水平台３と、水平台３に下端を連結している一対の支柱５と、支柱５に折り畳み
自在に連結している折り畳み椅子７とを備えている。折り畳み椅子７は、支柱５に水平姿
勢から垂直姿勢に折り畳みでき、かつ上下に移動できるように連結している座台８と、座
台８の降下位置を制限する座台ストッパ３４と、座台８の支柱側の第１の端部８Ａに上端
を傾動できるように連結している折畳脚９と、一端を固定端３１Ｂとして座台８の第１の
端部８Ａと対向する第２の端部８Ｂに傾動自在に連結し、他端を可動端３１Ａとして折畳
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脚９に沿って上下に移動できるように折畳脚９に連結している第１リンク３１と、折畳脚
９の中間部に固定されて第１リンク３１の可動端３１Ａの降下位置を制限する中間ストッ
パ３５と、一端を折畳脚９の中間に、他端を支柱５の下端部または水平台３に傾動できる
ように連結して折畳脚９の開度を制限する第２リンク３２とを備えている。ベースフレー
ム１は、座台８、折畳脚９、第１リンク３１、及び第２リンク３２が支柱５と平行な垂直
姿勢となるように傾動されると共に、座台８と支柱５との連結部が上昇されて折り畳み椅
子７が折り畳まれる。また、ベースフレーム１は、折畳脚９が開脚されると共に、座台８
が垂直姿勢から水平方向に開かれ、座台８と支柱５との連結部が降下されて座台ストッパ
３４で停止され、第１リンク３１の可動端３１Ａが降下して中間ストッパ３５で停止され
て、第２リンク３２が折畳脚９の開度を制限する状態で折り畳み椅子７が展開されると共
に、第１リンク３１、折畳脚９、及び第２リンク３２を介して座台８が水平姿勢に保持さ
れる。
【００１１】
　上記構成により、ベースフレームに設けられた折り畳み椅子７は、垂直姿勢に折り畳ま
れた座台を水平方向に開く際には、座台と支柱との連結部を降下させて座台ストッパで停
止位置としながら、第２リンクで開度が制限される状態で開脚される折畳脚に沿って第１
リンクの可動端を降下させて中間ストッパで停止位置に停止させて畳み椅子を簡単かつス
ムーズに展開できる。また、水平姿勢に開かれた座台を、第１リンク、折畳脚、及び第２
リンクを介して安定して水平姿勢に保持できる。
【００１２】
　以上の鞄の折り畳み椅子が展開される状態を図７に、折り畳まれる状態を図８に示す。
図７Ａで示すように、折り畳まれた状態にある折り畳み椅子７は、図７Ｂで示すように、
折畳脚９が開脚されると共に、座台８が水平方向に開かれると、図７Ｃで示すように、第
２リンク３２が支柱５から離れるように傾動して折畳脚９の開度を制限すると共に、開脚
される折畳脚９に沿って第１リンク３１の可動端３１Ａが降下して中間ストッパ３５で停
止位置に停止する。可動端３１Ａが降下して中間ストッパ３５で停止位置に保持される第
１リンク３１は、座台８を下から支持する状態に保持される。したがって、水平姿勢に開
かれた座台８は、支柱５との連結側を座台ストッパ３４で、支柱５から離れる端部側を第
１リンク３１と折畳脚９とで支持して、水平な姿勢に保持される。また、折り畳み椅子７
を折り畳む際には、図８Ａに示すように、第１リンク３１を座台８に向かって傾動させて
可動端３１Ａを上昇させる状態で座台８の第２の端部８Ｂを自重により降下させると、第
１リンク３１の可動端３１Ａは折畳脚９に沿って上昇して座台８と第１リンク３１が平行
な姿勢となる。この状態で折畳脚９が支柱５側に折り畳まれ、座台８に連結している折畳
脚９の上端が引き上げられて、支柱５と平行な垂直姿勢に傾動される。この状態で、座台
８と折畳脚９と第２リンク３２と第１リンク３１とが支柱５と平行な姿勢となって、折り
畳み椅子７は支柱５に沿って折り畳まれる。
【００１３】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、第１リンク３１が、折畳脚９に沿って上下に摺動
する摺動筒５１と、一端が座台８の第二の端部８Ｂに、他端が摺動筒５１に回動自在に連
結されたリンク本体５０とを備えて、折り畳み椅子７を展開する際に、摺動筒５１を第１
リンク３１の可動端３１Ａとして、折畳脚９に沿って自重で降下させることができる。
【００１４】
　上記構成により、摺動筒を折畳脚に沿って自重で降下させて中間ストッパで定位置に配
置できるので、第１リンクを速やかに所定の姿勢に配置して折り畳み椅子を展開しながら
、座台を安定して支持できる。
【００１５】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、座台８が、水平姿勢において座面となる座面プレ
ート４０を備え、座面プレート４０を略矩形状とすると共に、座面プレート４０の横幅（
Ｗ）を一対の支柱５の間隔（Ｄ）よりも大きくすることができる。
【００１６】
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　上記構成により、座台の座面プレートを矩形状として横幅を広くすることで座面を広く
でき、ユーザーが快適に、しかも安定して座ることができる。
【００１７】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、座台８が、水平姿勢において下方に突出する周壁
４１を座面プレート４０の周囲に沿って備え、座台８の第１の端部８Ａ及び第２の端部８
Ｂに沿って形成される周壁４１には、支柱５を案内する切欠部４２を形成することができ
る。さらに、鞄は、座台８の垂直姿勢において、座台８の両側の周壁４１を一対の支柱５
の外側に配置し、支柱５を切欠部４２に案内して、一対の支柱５の一部を座台８の内側に
収納することができる。
【００１８】
　上記構成により、座面プレートの周囲に沿って下方に突出する周壁を設けることで、座
台の強度を高めながら、座り心地をよくすることができる。さらに、座台の前後に位置す
る周壁には支柱を案内する切欠部を設けることで、座台を垂直姿勢とする状態においては
、座台の両側の周壁を一対の支柱の外側に配置しながら、支柱を切欠部に案内することで
、互いに平行な姿勢に折り畳まれる一対の支柱と座台とを省スペースに折り畳みできる。
具体的には、一対の支柱の一部を座台の内側に収納する状態で省スペースに折り畳みでき
る。
【００１９】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、座台８と支柱５とを連結してなる第３リンク３３
を備えることができる。この第３リンク３３は、一端を座台８の第１の端部８Ａに連結し
、他端を支柱５の中間部に連結して、垂直面内で回動できるように配置することができる
。この鞄は、水平姿勢の座台８を垂直姿勢とする際に、第３リンク３３が垂直姿勢となる
ように傾動しながら第１の端部８Ａを押し上げて、座台８と支柱５との連結部を上昇させ
ることができる。
【００２０】
　上記構成により、水平姿勢にある座台を垂直姿勢に折り畳む際に、垂直面内で傾動する
第３リンクが座台の第１の端部を押し上げることにより、座台と支柱との連結部を上昇さ
せて座台をスムーズに垂直姿勢に折り畳みできる。
【００２１】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、座台８と第１リンク３１との連結部分に弾性体６
５を備えることができる。弾性体６５は、第１リンク３１を座台８に対して、第１リンク
３１の可動端３１Ａを座台８から離す方向に付勢することができる。
【００２２】
　上記構成により、座台を水平姿勢に展開する際に、垂直姿勢において座台と平行な姿勢
にある第１リンクを座台から拡開する方向にスムーズに傾動させて、座台を速やかに展開
することができる。
【００２３】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、弾性体６５が第１リンク３１の固定端３１Ｂを座
台８に連結する回動軸５４に挿通されたコイルバネとして、コイルバネの一端を接線方向
に延長して座台８に連結し、他端を接線方向に延長して第１リンク３１に連結することが
できる。
【００２４】
　上記構成により、簡単な構造で安価な弾性体を使用して、第１リンクを所定の方向に付
勢することができる。
【００２５】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、座台８を垂直姿勢に係止するロック機構６０を備
えて、ロック機構６０が垂直姿勢から水平姿勢に傾動するときにロック状態を解除するロ
ック解除ボタン６１を座台８の先端側に備えることができる。
【００２６】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、ロック機構６０が、第２リンク３２に設けてなる
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係止部６２と、座台８の内側に配置されて係止部６２の係止位置に弾性的に突出する弾性
突出部６３と、弾性突出部６３をロック解除ボタン６１に連結して、該弾性突出部６３を
係止位置から係止解除位置に移動させる駆動機構６４とを備えることができる。
【００２７】
　この鞄は、ロック解除ボタンを操作して座台を椅子の使用状態にでき、またロック機構
でもって、座台を折り畳み位置に係止できる特徴がある。
【００２８】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、支柱５に、上下に移動できるように上下台３０を
連結して、上下台３０に座台８と折畳脚９とを折り畳みできるように連結することができ
る鞄。
【００２９】
　この鞄は、簡単な構造としながら、座台を支柱に上下に移動でき、かつ傾動できるよう
に連結して、折畳脚を座台に傾動できるように連結できる。
【００３０】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、第２リンク３２の一端を、折畳脚９に設けられた
中間ストッパ３５に連結することができる。
【００３１】
　上記構成により、折畳脚と第１リンクの連結位置と、第２リンクと折畳脚との連結位置
を接近させることができ、水平姿勢に展開された座台を、第１リンクと折畳脚と第２リン
クとにより安定して確実に支持することができる。
【００３２】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄は、水平台３が、底面視を略四角形状とすると共に、
底面の四隅部に水平面内で回転自在な４個の首振り自在なキャスター４を固定して、４個
のキャスター４でベースフレーム１を自立状態とし、キャスター４を水平面内で回転でき
る状態として、ベースフレーム１を移動できるようにすることができる。さらに、４個の
キャスター４の水平方向の向きを、前記水平台３の移動を停止するストップ方向に停止し
て、ベースフレーム１の移動を停止するようにしてなるストッパ機構を備え、ストッパ機
構が、４個のキャスター４の水平方向の向きをストップ方向に停止した状態に保持して、
ベースフレーム１の移動を停止状態とすることができる。
【００３３】
　上記構成により、水平台の底面の四隅に水平面内で回転自在な４個のキャスターを設け
てベースフレームを自立姿勢としながら、ストップ機構で４個のキャスターの水平方向の
向きを水平台の移動を停止するストップ方向に停止して、ストッパ機構で４個のキャスタ
ーの水平方向の向きをストップ方向に停止した状態に保持して、ベースフレームの移動を
停止状態とすることができる。この構造は、ストッパ機構で４個のキャスターの水平方向
の向きをストップ方向に停止してベースフレームの移動を停止できるので、折り畳み椅子
を開いた状態で、ベースフレームを移動させることなく安定して椅子に座ることができる
。
【００３４】
　本発明のベースフレームは、鞄本体２を搭載して走行可能なベースフレームであって、
下面に走行用のキャスター４を固定して、上に鞄本体２を搭載可能な水平台３と、水平台
３に下端を連結している一対の支柱５と、支柱５に折り畳み自在に連結している折り畳み
椅子７とを備えている。折り畳み椅子７は、支柱５に水平姿勢から垂直姿勢に折り畳みで
き、かつ上下に移動できるように連結している座台８と、座台８の降下位置を制限する座
台ストッパ３４と、座台８の支柱側の第１の端部８Ａに上端を傾動できるように連結して
いる折畳脚９と、一端を固定端３１Ｂとして前記座台８の前記第１の端部８Ａと対向する
第２の端部８Ｂに傾動自在に連結し、他端を可動端３１Ａとして折畳脚９に沿って上下に
移動できるように折畳脚９に連結している第１リンク３１と、折畳脚９の中間部に固定さ
れて第１リンク３１の可動端３１Ａの降下位置を制限する中間ストッパ３５と、一端を折
畳脚９の中間に、他端を支柱５の下端部または水平台３に傾動できるように連結して折畳
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脚９の開度を制限する第２リンク３２と備えている。ベースフレーム１は、座台８、折畳
脚９、第１リンク３１、及び第２リンク３２が支柱５と平行な垂直姿勢となるように傾動
されると共に、座台８と支柱との連結部が上昇されて、前記折り畳み椅子が折り畳まれ、
折畳脚９が開脚されると共に、座台８が垂直姿勢から水平方向に開かれ、座台８と支柱５
との連結部が降下されて座台ストッパ３４で停止され、第１リンク３１の可動端３１Ａが
降下して中間ストッパ３５で停止されて、第２リンク３２が折畳脚９の開度を制限する状
態で折り畳み椅子７が展開され、第１リンク３１、折畳脚９、及び第２リンク３２を介し
て座台８が水平姿勢に保持することができる。
【００３５】
　上記構成により、ベースフレームは、垂直姿勢に折り畳まれた座台を水平方向に開く際
には、座台と支柱との連結部を降下させて座台ストッパで停止位置としながら、第２リン
クで開度が制限される状態で開脚される折畳脚に沿って第１リンクの可動端を降下させて
中間ストッパで停止位置に停止させて畳み椅子を簡単かつスムーズに展開できる。また、
水平姿勢に開かれた座台を、第１リンク、折畳脚、及び第２リンクを介して安定して水平
姿勢に保持できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施例にかかる折り畳み椅子を有する鞄の分解斜視図である。
【図２】図１に示す鞄の折り畳み椅子の使用状態を示す斜視図である。
【図３】図２に示す鞄の側面図である。
【図４】図１に示す鞄のベースフレームの背面図である。
【図５】図２に示すベースフレームのＶ－Ｖ線一部拡大断面図である。
【図６】図２に示すベースフレームのＶＩ－ＶＩ線断面図である。
【図７】図５に示すベースフレームの折り畳み椅子を展開する状態を示す断面図である。
【図８】図５に示すベースフレームの折り畳み椅子を折り畳む状態を示す側面図である。
【図９】図１に示すベースフレームのＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【図１０】支柱に設けた支柱ストッパの構造を示す拡大断面図である。
【図１１】図１０に示す支柱の支柱ストッパを解除した状態を示す拡大断面図である。
【図１２】水平台の底面断面図である。
【図１３】水平台にキャスターを連結する部分を示す拡大断面図である。
【図１４】４個のキャスターのストップ方向の一例を示す概略底面図である。
【図１５】４個のキャスターのストップ方向の他の一例を示す概略底面図である。
【図１６】４個のキャスターのストップ方向の他の一例を示す概略底面図である。
【図１７】従来の折り畳み椅子を有する鞄の斜視図である。
【図１８】図１７に示す鞄の折り畳み椅子の使用状態を示す底面斜視図である。
【図１９】本出願人が先に出願した折り畳み椅子を有する鞄の使用状態を示す底面斜視図
である。
【図２０】図１９に示す鞄の折り畳み椅子を展開する工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
明の技術思想を具体化するための折り畳み椅子を有する鞄及びこれを構成するベースフレ
ームを例示するものであって、本発明は鞄とベースフレームを以下のものに特定しない。
さらに、この明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定するもの
では決してない。
【００３８】
　本発明の一実施の形態に係る折り畳み椅子を有する鞄（以下、単に「鞄」と記載するこ
ともある。）を図１～図３に示す。図１は折り畳み椅子を有する鞄の斜視図を、図２は図
１に示す鞄の折り畳み椅子の使用状態を示す斜視図を、図３は図２に示す鞄の側面図をそ
れぞれ示している。図１～図３に示す鞄は、鞄本体２と、この鞄本体２を搭載してなる走
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行可能なベースフレーム１とを備えている。
【００３９】
（鞄本体２）
　鞄本体２は、例えば、可撓性シートを縫製して製作することができる。鞄本体２は、フ
ァスナーなどで開放して内部の空間に物品を収納できる。また、必要に応じて、取っ手や
スリングといった携行時に把持、肩掛け等するための部材を設けてもよい。この鞄本体２
は、ベースフレーム１に載置して自立できるよう、底面を平面状に形成している。好まし
くは、図１～図３に示すように、外形を箱形とする。この鞄本体２は、ベースフレーム１
に搭載できる形状と大きさとすることができる。図１～図３の鞄は、鞄本体２を脱着でき
るようにベースフレーム１に装着している。この鞄は、鞄本体２を簡単に交換できる特長
がある。ただ、鞄本体は、脱着できないようにベースフレーム１に固定することもできる
。なお、鞄本体２をベースフレーム１に脱着自在に装着する構造については、詳細には後
述する。
【００４０】
（ベースフレーム１）
　ベースフレーム１は、下面に走行用のキャスター４を固定して、上に鞄本体２を配置し
てなる水平台３と、水平台３に下端を連結している一対の支柱５と、この支柱５に折り畳
み自在に連結している折り畳み椅子７とを備えている。
【００４１】
（水平台３）
　水平台３は、プラスチックを成形して製作される。水平台３は、底面視を略四角形状と
すると共に、底面の四隅部に水平面内で回転自在な４個の首振り自在なキャスター４を固
定している。水平台３は、４個のキャスター４でベースフレーム１を自立状態とすると共
に、キャスター４を水平面内で回転できる状態として、ベースフレーム１を移動できるよ
うにしている。
【００４２】
　水平台３は、片側に、上方に延長して自立するように一対の支柱５を固定している。水
平台３は、全体の底面形状を四角形、図にあっては長方形としている。水平台３は、長方
形の長辺の片側に、２本の支柱５を垂直姿勢であって互いに平行に固定している。水平台
３は、支柱５を垂直姿勢で支持するために、長辺の片側の両端に支持台１１を設けている
。支持台１１は、支柱５の下端部を挿通して支持する角筒状で、水平台３に対して垂直姿
勢で起立する形状に形成されている。支柱５は、下端部をこの支持台１１に挿通して支持
されている。
【００４３】
　水平台３と支持台１１は、プラスチックで一体的に成形される。水平台３と支持台１１
とをプラスチックで一体的に成形しているベースフレーム１は、水平台３と支持台１１と
の連結強度を強くできる。ただ、ベースフレーム１は、水平台３と支持台１１とを別々の
プラスチックで成形して接着やネジ止等の構造で固定することもできる。支持台１１は、
支柱５を挿入して連結する垂直穴（図示せず）を設けており、この垂直穴に支柱５を入れ
て連結している。図のベースフレーム１は、支柱５を角柱状としているので、垂直穴を角
柱状としている。垂直穴に入れた支柱５は、支持台１１を貫通して先端を支柱５に押し付
けている止ネジで固定される。ただ、支柱５を垂直穴に接着して固定し、あるいは抜けな
い嵌合構造で連結することもできる。この構造で支柱５を水平台３に連結する構造は、支
柱５を極めて強靭な構造で水平台３に固定できる。
【００４４】
　水平台３は、上面を平面として、その下面には、縦横に対して斜め方向に交差する補強
リブ２８（図１２参照）を一体的に成形して設けている。この水平台３は、全体を薄くし
て軽量にしながら補強リブ２８で強靭な構造にできる。さらに、水平台３は、交差して設
けている補強リブ２８の間に、水平台３を上下に貫通する貫通孔２９を設けて、全体の重
量をより軽くしている。
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【００４５】
　さらに、図１～図３の水平台３は、支柱５を固定している側部、図において左側に、水
平台３の幅を広くする方向に突出する突出部１２を設けている。この突出部１２の上には
支持台１１を設けて支柱５を固定し、下面にはキャスター４を固定している。突出部１２
を設けている水平台３は、その両側に固定するキャスター４の間隔を広くして安定できる
。長方形の水平台３は、その横幅（Ｈ）を狭くすると横に倒れやすくなるが、突出部１２
を設けて水平台３の横幅方向におけるキャスター４の間隔を広くして横方向の安定性を向
上できる。キャスター４は水平台３の四隅部に固定されるので、突出部１２は支柱５を連
結する側の両端部に設けられる。突出部１２を設けている水平台３は、その幅を１４～１
６ｃｍとして、長さを２０～３５ｃｍとしている。ただし、幅は１２～３５ｃｍとするこ
ともできる。
【００４６】
（支柱５）
　支柱５は、上方に引出し自在な伸縮ロッドであって上端にグリップ６を設けている。伸
縮ロッドである支柱５は、詳細には後述するが、伸長位置と収縮位置に停止させる支柱ス
トッパ１５（図１０及び図１１参照）とを備えている。支柱５は、図３の鎖線で示すよう
に、伸長されてグリップ６が引き上げられると、水平台３に固定している片側から中央に
向かってグリップ６を移動させるように湾曲している。この支柱５は、引き上げられたグ
リップ６を、水平台３の側部から中央に接近する方向に移動できる。ただ、この支柱は、
グリップを引き上げた状態で、グリップを必ずしも水平台３の中央に位置させる必要はな
い。
【００４７】
　さらに、支柱は、図示しないが、伸長されてグリップが引き上げられると、水平台に固
定している片側から中央に向かってグリップを移動させるように支柱を傾斜して水平台に
固定することもできる。たとえば、水平台の左側に固定される支柱は、グリップが引き上
げられると、グリップを水平台の左側から右側に向かって移動させるように、支柱を傾斜
させる。傾斜する支柱も、湾曲する支柱と同じように、グリップを引き上げた状態で、グ
リップを必ずしも水平台の中央に位置させる必要はない。
【００４８】
　さらに、図示しないが、鞄は、湾曲する支柱を傾斜して水平台の片側に固定して、グリ
ップを引き上げて、水平台の片側から中央に向かって移動させることもできる。この鞄は
、湾曲する曲率半径を大きくすると共に、傾斜角を直角に近くして、グリップを引き上げ
て水平台の中央に接近できる。それは、傾斜させることと湾曲させることの両方で、引き
上げたグリップを水平台の側部から中央に移動できるからである。
【００４９】
　以上の支柱５は、伸長されてグリップ６が引き上げられると、水平台３に固定している
片側から中央に向かってグリップ６を移動させる構造としている。ただ、支柱は、必ずし
もグリップを水平台の片側から中央に向かって移動するように配設する必要はなく、水平
台の片側に垂直に固定して、伸長されてグリップが引き上げられると、水平台の片側の真
上に向かってグリップを移動させる構造とすることもできる。
【００５０】
　支柱５は、収縮状態、いいかえるとグリップ６を最も押し下げた状態では、グリップ６
が鞄本体２の上部ないし上方に位置して支柱ストッパで停止される。支柱５は、収縮され
てグリップ６を最も低くする位置で、キャスター４の底面からグリップ６の上面までの距
離を約５０ｃｍとする。ただし、支柱５は、収縮されてグリップ６を最も低くする位置で
、キャスター４の底面からグリップ６の上面までの距離を、好ましくは３０～８０ｃｍ、
さらに好ましくは３５～７０ｃｍとすることもできる。支柱５を収縮してグリップ６を最
も低くする状態で、グリップ６を掴みやすいように、鞄本体２をグリップ６よりも低くす
る。支柱５は、伸長状態、いいかえるとグリップ６を最も高く引き上げた状態では、キャ
スター４の底面からグリップ６の中心までの高さが６０～１００ｃｍ、好ましくは６５～
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８５ｃｍとなる位置で支柱ストッパ１５で停止される。
【００５１】
　支柱５は、水平台３に上下方向に伸びるように固定しているガイド筒５Ｂと、このガイ
ド筒５Ｂに出し入れできるように挿入している引出ロッド５Ａとを備え、引出ロッド５Ａ
の上端にグリップ６を固定している。ガイド筒５Ｂと引出ロッド５Ａは、太さの異なる金
属筒とすることができる。ただし、ガイド筒と引出ロッドは、プラスチックを角筒状に成
形して製作することもできる。
【００５２】
　図１と図２のベースフレーム１は、水平台３の片側に２本の支柱５を固定して、２本の
支柱５の上端にグリップ６を連結している。さらに、図のベースフレーム１は、水平台３
の片側の両端部に位置して２本の支柱５を固定している。すなわち、２本の支柱５の間隔
を、長方形である水平台３の長辺の長さとほぼ等しくしている。このように、２本の支柱
５を水平台３の両端部に固定する構造は、支柱５をより強靭な構造でしっかりと自立でき
る特長がある。それは、２本の支柱５と水平台３とグリップ６とで構成される長方形状の
枠を大きくできるからである。この構造は、支柱５を伸長させて鞄を走行させる状態にお
いて、鞄の進行方向にグリップ６を押す力が、支柱５を倒す方向に作用するのを極減でき
る。したがって、グリップ６を握って歩行する時、あるいは杖に併用しながら押して移動
する時においても、伸長された支柱５が倒れるのを防止しながら、安定して走行させるこ
とができる。また、支柱５と水平台３との連結部分にかかる負荷を極減できるので、この
部分が損傷するのを有効に防止できる特長もある。
【００５３】
　さらに、２本の支柱５を水平台３の長辺の両端に固定する構造は、鞄をキャスター４で
走行させるときのベースフレーム１の進行方向に対して、先端側の端部と後端側の端部と
に支柱５を固定することになる。このため、先端側の支柱５では水平台３を引く方向に力
を作用させ、後端側の支柱５では水平台３を押す方向に力を作用させて、水平台３を軽い
力でスムーズに走行させることができる。とくに、この構造は、水平台３を優れた方向性
で舵取りしながら走行できる。このため、底面の四隅部に自由な方向に走行可能なキャス
ター４を設けている水平台３を、優れた方向性で安定して走行できる特長が実現できる。
【００５４】
　さらに、２本の支柱５は、ガイド筒５Ｂの上端を連結ロッド１３で連結している。ガイ
ド筒５Ｂは、下端を水平台３に固定して、上端部分を連結ロッド１３で連結している。こ
のように、ガイド筒５Ｂの上端を連結ロッド１３で連結する構造は、２本の支柱５を補強
して、より安定して自立できる。図１で示すように、最も降下したグリップ６と連結ロッ
ド１３との間には、手を入れる挿入隙間１４を設けている。降下したグリップ６を掴みや
すくするためである。図のグリップ６は、プラスチックで全体をコ字状に成形して、両端
の折曲部分を引出ロッド５Ａに連結して、挿入隙間１４を設けている。
【００５５】
（折り畳み椅子７）
　さらに、図１～図３の鞄は、一対の支柱５に折り畳み自在に折り畳み椅子７を連結して
いる。折り畳み椅子７を備える鞄は、たとえば、順番待ちのときや疲れたときに、椅子を
開いて座って楽に休憩できる。とくに、自立状態において四隅部に設けたキャスター４で
走行できる鞄は、グリップ６を引き上げた状態では、杖として使用しながら移動できるの
で、折り畳み椅子７を設けることにより、移動するときと移動しないときの両方を極めて
安楽にできる特長がある。
【００５６】
　折り畳み椅子７は、図１～図６に示すように、支柱５に水平姿勢から垂直姿勢に折り畳
みでき、かつ上下に移動できるように連結している座台８と、座台８の降下位置を制限す
る座台ストッパ３４と、座台８の支柱側の第１の端部８Ａに上端を傾動できるように連結
している折畳脚９と、一端を固定端３１Ｂとして座台８の第１の端部８Ａと対向する第２
の端部８Ｂに傾動自在に連結し、他端を可動端３１Ａとして折畳脚９に沿って上下に移動
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できるように折畳脚９に連結している第１リンク３１と、折畳脚９の中間部に固定されて
第１リンク３１の可動端３１Ａの降下位置を制限する中間ストッパ３５と、一端を折畳脚
９の中間に、他端を支柱５の下端部に傾動できるように連結して折畳脚９の開度を制限す
る第２リンク３２とを備えている。
【００５７】
（座台８）
　座台８は、支柱側の第１の端部８Ａを傾動の中心として水平姿勢（図２参照）と垂直姿
勢（図１参照）とに傾動できると共に、上下に移動できるように支柱５に連結している。
図１～図５のベースフレーム１は、支柱５の上部に、支柱５に沿って上下に移動できるよ
うに上下台３０を連結しており、この上下台３０に座台８の第１の端部８Ａを傾動できる
ように連結している。上下台３０は、両端を支柱５のガイド筒５Ｂに摺動できるように連
結している。ガイド筒５Ｂは四角筒であるから、上下台３０はその両端に四角形の貫通孔
を設けて、この貫通孔にガイド筒５Ｂを摺動できるように挿通している。上下台３０は、
ガイド筒５Ｂの上端部であって、座台ストッパ３４と連結ロッド１３の間を上下に移動で
きるように配置されている。上下台３０は、折り畳み椅子７を開閉するとき、水平な姿勢
で支柱５のガイド筒５Ｂに沿って上下に移動する。この上下台３０は、支柱５に固定され
た座台ストッパ３４に当接して降下が停止される。座台ストッパ３４は、支柱５を挿通で
きる筒状で、上下に移動しないように支柱５に固定している。
【００５８】
　座台８は、図６に示すように、第１の端部８Ａの内側に水平姿勢で固定された傾動軸３
６を介して上下台３０に傾動自在に連結されている。図に示す傾動軸３６は金属シャフト
で、座台８の第１の端部８Ａに設けた複数の軸受リブ４６を貫通する状態で配設されると
共に、金属シャフトである傾動軸３６の両端部を上下台３０に連結している。
【００５９】
　図に示す座台８は、水平姿勢に開かれた状態で座面となる座面プレート４０を備えてい
る。座台８は、座面プレート４０を略矩形状としている。さらに、図４に示す座台８は、
略矩形状の座面プレート４０の横幅（Ｗ）を一対の支柱５の間隔（Ｄ）よりも大きくして
いる。この構造は、座台８の座面プレート４０を矩形状として、その横幅（Ｗ）を広くす
ることで座面を広くでき、ユーザーが快適に、しかも安定して座ることができる。
【００６０】
　座台８はプラスチックで製作されており、水平姿勢において下方に突出する周壁４１を
座面プレート４０の周囲に沿って一体的に成形している。このように、座面プレート４０
の周囲に沿って周壁４１を設けることで、座台８の強度を高めながら、座り心地をよくす
ることができる。図２と図４に示す座台８は、支柱５の間隔よりも広い座台８を支柱５に
沿って収納するために、第１の端部８Ａ及び第２の端部８Ｂに沿って形成される周壁４１
に、折り畳み状態で支柱５を案内する複数の切欠部４２を形成している。図４に示す座台
８は、第１の端部８Ａ側の周壁４１の両端部に、支柱５のガイド筒５Ｂを案内する第１切
欠部４２Ａを設けて、第２の端部側の周壁４１の両端部に、支柱５のガイド筒５Ｂと折畳
脚９と第２リンク３２とを収納する第２切欠部４２Ｂを設けている。
【００６１】
　この座台８は、図１と図４に示すように、垂直姿勢に折り畳まれた状態で、座台８の両
側の周壁４１を一対の支柱５の外側に配置すると共に、支柱５を切欠部４２に案内して、
一対の支柱５の中間部分を座台８の内側に収納している。図４に示す座台８は、水平姿勢
から垂直姿勢に折り畳む状態で、第１切欠部４２Ａに支柱５を案内し、第２切欠部４２Ｂ
に支柱５と折畳脚９と第２リンク３２とを案内して、これらを座台８の内側の定位置に収
納している。いいかえると、座台８は、第１切欠部４２Ａに支柱５を、第２切欠部４２Ｂ
に支柱５と折畳脚９と第２リンク３２とを収納する状態で、支柱５と平行な姿勢に折り畳
まれる。座台８は、座面プレート４０を一対の支柱５に対して平行な姿勢としながら、一
対の支柱５を両側縁に設けた周壁４１の内側に収納して垂直姿勢に折り畳まれる。以上の
座台８は、折り畳み椅子７を折り畳んだ状態では、垂直姿勢に傾動される座台８が支柱５
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に沿って収納される。
【００６２】
　さらに、図１、図２、及び図５に示す座台８は、座面プレート４０の表面であって中央
領域に座面カバー４３を脱着自在に配設している。座面カバー４３は、軟質プラスチック
やウレタン等のクッション材である。表面に、クッション材である座面カバー４３を備え
る座台８は、座り心地をよくできる。また、座面カバー４３を脱着自在とすることで容易
に交換できる。
【００６３】
（折畳脚９）
　折畳脚９は、図１～図５に示すように、一対の金属パイプ３７の下端部を連結部材３８
で連結して全体の形状をコ字状として、その上端を、座台８の支柱側の第１の端部８Ａに
傾動できるように連結している。折畳脚９の上端は、座台８の第１の端部８Ａに配設され
た傾動軸３６を介して、上下台３０に傾動できるように連結している。折畳脚９は、支柱
５に対して傾斜する方向に開閉される。開かれた折畳脚９は、その下端が支柱５から離れ
るので、開かれた折畳脚９と支柱５とで安定して、座台８を支持することができる。折畳
脚９は、開かれた状態で、座台８をほぼ水平な姿勢とするように支持する。ここで、折畳
脚９の全長は、図１に示すように、折り畳み椅子７が折り畳まれた状態では、上昇位置に
ある上下台３０からキャスター４の下面までの距離より短く設定される。折畳脚９を支柱
５と平行な姿勢となるように収納しつつ、折畳脚９の下端が地面に接触するのを防止する
ためである。また、折畳脚９は、図２に示すように、折り畳み椅子７を展開した状態では
、降下位置にある上下台３０から、折畳脚９の下端が支柱５から離れる方向に傾斜する姿
勢として、下端を地面に接触させて水平姿勢に開かれた座台８を支持するようにしている
。
【００６４】
　折畳脚９の連結部材３８は、例えば、プラスチックで製造されている。図２と図４に示
す連結部材３８は、２本の金属パイプ３７の下端を連結しており、下方に突出する脚部３
８Ａを両端部に設けている。この折畳脚９は、脚部３８Ａを地面に接触させて、折畳脚９
にかかる荷重を支持する構造としている。折畳脚９は、脚部３８Ａをプラスチック製とす
ることで、地面との接触抵抗を大きくして安定して折畳脚９を支持できる。さらに、図４
に示す連結部材３８は、隣接するキャスター４が水平面内で回転する際に、連結部材３８
の両端面に接触して干渉しないように、両端部に非接触凹部３８Ｂを形成している。この
折畳脚９は、図４の鎖線で示すように、水平面内で回転するキャスター４を連結部材３８
の非接触凹部３８Ｂに通過できるので、キャスター４の水平面内での首振り動作を制限す
ることなく、安定して首振りできる。
【００６５】
　図１のベースフレーム１は、水平台３の突出部１２の間に折畳脚９を収納すると共に、
垂直姿勢に折り畳まれる座台８の周壁４１の内側に折畳脚９を収納している。図４に示す
座台８は、第２の端部８Ｂ側に設けた周壁４１の第２切欠部４２Ｂに折畳脚９を収納して
いる。これにより、折畳脚９と座台８とを垂直姿勢に折り畳んだ状態では、折畳脚９及び
座台８を一対の支柱５の外側に大きく突出させることなく、言い換えると、ベースフレー
ム１の外形を大きくすることなくコンパクトに折り畳みできる。このベースフレーム１は
、突出部１２の間に折り畳み椅子７の折畳脚９を収納して、全体の横幅を広くすることな
く、折り畳み椅子７を配置している。この鞄は、突出部１２で横幅方向の安定性を向上し
ながら、突出部１２によってできるスペースに折畳脚９を収納できる特長がある。
【００６６】
（第１リンク３１）
　第１リンク３１は、一端が座台８の第２の端部８Ｂに連結されると共に、他端が折畳脚
９に沿って上下に移動できるように折畳脚９に連結されている。図３～図５に示す第１リ
ンク３１は、折畳脚９に沿って上下に摺動する摺動筒５１と、一端が座台８の第二の端部
８Ｂに、他端が摺動筒５１に回動自在に連結されたリンク本体５０とを備えている。摺動
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筒５１は、折畳脚９の金属パイプ３７が挿通される筒体で、金属パイプ３７に沿って上下
に移動できるようにプラスチックで成形されている。図４の第１リンク３１は、２本の金
属パイプ３７にそれぞれ摺動筒５１を挿通している。
【００６７】
　リンク本体５０は、プラスチックで成形されており、図４に示すように、平面視におい
て両側縁を中央凹に湾曲する形状のプレート状とすると共に、図５に示すように、一方の
面（図５では座台８との対向面）において、周囲には周壁５２を設けて、中央部には複数
のリブ５３を形成して補強している。リンク本体５０の一端は、回動軸５４を介して座台
８の第２の端部８Ｂの内側に連結されている。図５に示す回動軸５４は金属シャフトで、
リンク本体５０の一端を水平方向に貫通すると共に、両端部を、座台８の内面に突出して
設けた軸受部４４に連結してリンク本体５０を垂直面内で回動自在に連結している。さら
に、リンク本体５０の他端は、回動軸５５を介して摺動筒５１に連結されている。図５に
示す回動軸５５は金属シャフトで、リンク本体５０の他端を水平方向に貫通すると共に、
両端部を、対向する摺動筒５１に垂直面内で回動自在に連結している。以上のように、摺
動筒５１とリンク本体５０とをプラスチックで形成する第１リンク３１は、安価で軽量に
できる特徴がある。ただ、第１リンクは金属製とすることもできる。
【００６８】
　この第１リンク３１は、折り畳み椅子７を開閉する際に、リンク本体５０の一端である
回動軸５４側を固定端３１Ｂとして座台８に連結し、摺動筒５１を可動端３１Ａとして、
折畳脚９に沿って上下に移動できるようにしている。とくに、この第１リンク３１は、折
り畳み椅子７を展開する際に、固定端３１Ｂ側の回動軸５４を中心として回動する第１リ
ンク３１の可動端３１Ａを折畳脚９に沿って自重で降下させるようにしている。このため
、第１リンク３１を速やかに所定の姿勢に配置して折り畳み椅子７を展開しながら、座台
８を安定して支持できる。折畳脚９に沿って降下する摺動筒５１は、折畳脚９の中間部に
固定された中間ストッパ３５に当接して降下が停止される。中間ストッパ３５は、折畳脚
９の金属パイプ３７を挿通できる筒状で、上下に移動しないように折畳脚９に固定してい
る。中間ストッパ３５により可動端３１Ａの降下位置が特定される第１リンク３１は、座
台８の第２の端部８Ｂと折畳脚９の中間部との間を橋渡しして、座台８を水平な姿勢に支
持する。
【００６９】
（弾性体５６）
　さらに、図５に示す折り畳み椅子７は、座台８と第１リンク３１との連結部分に弾性体
５６を備えている。この弾性体５６は、第１リンク３１を座台８に対して拡開する方向で
あって、第１リンク３１の可動端３１Ａを座台８から離す方向に付勢している。この構造
は、座台８を水平姿勢に展開する際に、可動端３１Ａを座台８から離す方向に第１リンク
３１をスムーズに傾動させて、座台８を速やかに展開することができる。図５に示す弾性
体５６は、第１リンク３１の固定端３１Ｂを座台８に連結する回動軸５４に挿通されたコ
イルバネとしている。コイルバネである弾性体５６は、一方の端部を接線方向に延長して
座台８に連結すると共に、他方の端部を接線方向に延長して第１リンク３１のリンク本体
５０に連結している。この構造は、簡単な構造で、しかも安価な弾性体５６を使用して、
第１リンク３１を所定の方向に付勢することができる。ただ、折り畳み椅子７は、必ずし
も弾性体を備える必要はなく、これを省略することもできる。
【００７０】
（第２リンク３２）
　第２リンク３２は、折畳脚９の中間部と支柱５の下端部とを連結する連結部材で、支柱
５から離れる方向に傾斜される折畳脚９の開度を制限している。図４と図５に示す第２リ
ンク３２は、所定の厚さと長さを有する金属バーとしている。金属バーである第２リンク
３２は、一方の端部を折畳脚９の中間部に固定された中間ストッパ３５の外側面に、連結
具５７を介して回動できるように連結している。また、第２リンク３２は、他方の端部を
支柱５の下端部であって、支持台１１の上方に固定された固定部材３９の内側面に、連結
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具５７を介して回動できるように連結している。中間ストッパ３５及び固定部材３９に固
定される連結具５７は、中心軸を水平方向として互いに平行としており、第２リンク３２
を垂直面内で傾動できるようにしている。
【００７１】
　さらに、図４に示す第２リンク３２は、離間して配置される折畳脚９と支柱５とを互い
に連結しながら、垂直面内で傾動できるように、折畳脚９と支柱５に連結される両端部を
逆方向に折曲して互いに平行な姿勢としている。すなわち、第２リンク３２は、図４に示
すように、中間部を傾斜姿勢として、その両端に連結される両端部を互いに平行な連結部
としてそれぞれ折畳脚９と支柱５に連結する構造としている。図４に示す折り畳み椅子７
は、２本の第２リンク３２を折畳脚９の両側に備えている。２本の第２リンクは、左右対
称な姿勢で配置されており、一対の支柱５の下端部と折畳脚９の両側面とを垂直面内で回
動できるように連結している。
【００７２】
　以上の第２リンク３２は、支柱５側の端部を固定端３２Ｂとし、折畳脚９側の端部を可
動端３２Ａとして、可動端３２Ａが支柱５から離れ、あるいは接近する方向に傾動する。
第２リンク３２は、折り畳み椅子７を展開する際には、可動端３２Ａが支柱５から離れる
方向に傾動して、折畳脚９の下部を支柱５から離れる方向に傾動させる。折畳脚９は、上
端が連結された上下台３０を降下させながら開かれて、上下台３０が降下するにしたがっ
て、折畳脚９の開角度は大きくなる。上下台３０は、座台ストッパ３４に当接して降下が
停止される。この状態で、第２リンク３２は折畳脚９が開くのを停止させる。折畳脚９は
、上下台３０が座台ストッパ３４に当接することで降下位置が特定されると共に、下部の
傾動が第２リンク３２により制限されて所定の展開姿勢に保持される。
【００７３】
　なお、以上の第２リンクは他端を支柱の下端部に固定しているが、第２リンクの他端は
水平台に固定することもできる。この構造は、例えば、第２リンクの他端を水平台の側面
や突出部に回動自在に連結して、第２リンクを垂直面内で傾動自在に配置することができ
る。
【００７４】
（第３リンク３３）
　さらに、図５に示す折り畳み椅子７は、座台８と支柱５とを連結してなる第３リンク３
３を備えている。図５の折り畳み椅子７は、座台８の第１の端部８Ａ側であって傾動軸３
６から中央側に後退した位置と支柱５の中間部との間を第３リンク３３を介して連結して
いる。図４と図５に示す第３リンク３３は、所定の厚さと長さを有する金属バーとしてい
る。金属バーである第３リンク３３は、一端を座台８の下面に突出して設けた固定リブ４
５に連結具５８を介して回動自在に連結すると共に、他端を支柱５の座台ストッパ３４に
回動自在に連結して、垂直面内で傾動できるようにしている。
【００７５】
　以上の第３リンク３３は、支柱５側の端部を固定端３３Ｂとし、座台８側の端部を可動
端３３Ａとして、可動端３３Ａが支柱５から離れ、あるいは接近する方向に傾動する。第
３リンク３３は、折り畳み椅子７を展開する際には、可動端３３Ａが支柱５から離れる方
向に傾動して、座台８の第１の端部８Ａを降下させる。座台８は、上下台３０が降下する
にしたがって水平姿勢に開かれ、上下台３０が座台ストッパ３４に当接して停止される。
また、第３リンク３３は、水平姿勢の座台８を折り畳む際には、可動端３３Ａを支点とし
て座台８の第１の端部８Ａを押し上げて、上下台３０を上昇させる。したがって、第１リ
ンク３３を備える折り畳み椅子７は、水平姿勢から折り畳まれる座台８に連動して上下台
３０を上昇させて、座台８をスムーズに垂直姿勢に傾動できる。ただ、折り畳み椅子は、
必ずしも第３リンクを備える必要はなく、第３リンクを省略することもできる。
【００７６】
　以上の構造の折り畳み椅子７は、垂直姿勢の座台８を水平姿勢に展開する際には、支柱
５から離れる方向に傾動される折畳脚９に連動するように座台８が開かれる構造としてい
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る。この構造を図７の概略図で詳述する。図７Ａは、座台８、折畳脚９、第１リンク３１
、第２リンク３２、及び第３リンク３３を支柱５と平行な姿勢として折り畳む状態を示し
ている。この状態から、図７Ｂの矢印Ａで示すように、折畳脚９を支柱５から離れる方向
に傾動させようとすると、第１リンク３１を介して連結された座台８が、矢印Ｂで示すよ
うに、折畳脚９の傾動に連動して展開方向に傾動される。さらに、折畳脚９の上端が連結
された上下台３０が、矢印Ｃで示すように支柱５に沿って降下する。この状態で座台８は
、さらに水平姿勢に展開される。さらに、図７Ｃの矢印Ｄで示すように、水平姿勢に近づ
いた座台８の先端である第２の端部８Ｂを持ち上げる。この状態で、図７Ｄに示すように
、座台８の第１の端部８Ａが連結された上下台３０が座台ストッパ３４に当接して降下が
停止されると共に、第２リンク３２が折畳脚９の開度を制限する状態で折畳脚９の開脚位
置を特定する。さらに、図７Ｄの矢印Ｅで示すように、第１リンク３１の可動端３１Ａで
ある摺動筒５１が折畳脚９に沿って自重で降下する。降下する摺動筒５１は、折畳脚９の
中間に固定された中間ストッパ３５に当接して降下が停止される。この状態で、図５に示
すように、畳み椅子７が展開されて、座台８が、第１リンク３１、折畳脚９、及び第２リ
ンク３２を介して水平姿勢に保持される。
【００７７】
　さらに、折り畳み椅子７は、水平姿勢の座台８を折り畳む際には、垂直姿勢に傾動され
る座台８に連動して折畳脚９が折り畳まれる構造としている。この構造を図８の概略図で
詳述する。図８Ａの矢印Ａで示すように、第１リンク３１のリンク本体５０を座台８の内
側に向かって傾動させる。この状態で、第１リンク３１の摺動筒５１が、矢印Ｂで示すよ
うに、折畳脚９に沿って上昇する。さらに、図８Ｂの矢印Ｃで示すように、座台８の第２
の端部８Ｂを降下させて、支柱５に向かって傾動させる。このとき、座台８は、第３リン
ク３３の可動端３３Ａを支点として傾動し、矢印Ｄで示すように、第１の端部８Ａが連結
された上下台３０を上昇させる。上昇する上下台３０は、折畳脚９の上端を上昇させるの
で、これに連動して折畳脚９が引き上げられて、折畳脚９が矢印Ｅで示すように支柱５側
に折り畳まれる。さらに、図８Ｃの矢印Ｆで示すように座台８が傾動されることで、上下
台３０が上昇され、折畳脚９が矢印Ｇで示すように支柱５に接近する方向に折り畳まれる
。図８Ｄで示すように、座台８、折畳脚９、第１リンク３１、第２リンク３２、及び第３
リンク３３が支柱５と平行な姿勢として折り畳まれる。
【００７８】
　以上の構造の折り畳み椅子７は、座台８を開くときには、折畳脚９を手で開くことで、
これに連動して座台８を開くことができ、また、第１リンク３１の可動端３１Ａである摺
動筒５１を折畳脚９に沿って自重で降下させることで、簡単かつ速やかに第１リンク３１
を傾斜姿勢として座台８を支持することができる。また、折り畳み椅子７は、座台８を垂
直姿勢に折り畳む際には、第３リンク３３の可動端３３Ａを支点として傾動する座台８が
上下台３０を上昇させるので、上下台３０や座台８を手で上方に持ち上げることなく、座
台８を傾動させることで、これに連動して上下台３０を上昇させて、座台８と折畳脚９と
を簡単かつ速やかに支柱５と平行な姿勢に折り畳むことができる。
【００７９】
（ロック機構６０）
　さらに、図４と図９に示すベースフレーム１は、座台８を垂直姿勢に係止するロック機
構６０を備えている。このロック機構６０は、図９に示すように、座台８を垂直姿勢から
水平姿勢に傾動するときにロック状態を解除するロック解除ボタン６１と、第２リンク３
２に形成している係止部６２と、座台８の内側に連結されて係止部６２の係止位置に弾性
的に突出している弾性突出部６３と、ロック解除ボタン６１の操作により、弾性突出部６
３を係止位置から係止解除位置に移動させる駆動機構６４とを備える。
【００８０】
（ロック解除ボタン６１）
　ロック解除ボタン６１は、座台８の第２の端部８Ｂに設けている。図９の折り畳み椅子
７は、座台８の第２の端部８Ｂの中央部に貫通穴４０Ａを設けて、ここにロック解除ボタ
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ン６１を配置している。ロック解除ボタン６１は、座台８の上面から大きく突出しないよ
うに、座台８の上面と同一面、あるいは座台８からわずかに突出する位置にあって、座台
８に座るときに違和感がない状態としている。ロック解除ボタン６１は、弾性体６５で弾
性的に座台８の表面に突出するように押圧されている。図９に示すロック解除ボタン６１
は、平面視を略長円形状の柱状としており、座台８の内面側の両端に、座台８の内側に向
かって延びる凸部６１Ａを一体成形している。図に示す凸部６１Ａは、先端に向かって次
第に断面積を小さくする形状に成形されており、対向する内面側に傾斜面６１ａを設けて
いる。図９のロック解除ボタン６１は、一対の凸部６１Ａを両端から突出させてフランジ
部６１ｂを設けており、このフランジ部６１ｂを座台８の貫通穴３１Ａの開口縁部に当接
させてロック解除ボタン６１の座台８に対する上昇位置を特定している。いいかえると、
弾性体６５がロック解除ボタン６１を押し上げて、座台８から上方に抜けない構造として
いる。
【００８１】
（係止部６２）
　係止部６２は、ロック解除ボタン６１を操作して駆動される弾性突出部６３の先端部が
案内されて、弾性突出部６３を係止する。図９に示す係止部は、第２リンク３２を貫通し
て開口された係止穴６２Ａとしている。すなわち、第２リンク３２は、支柱５に対して平
行な姿勢に折り畳まれた状態で、弾性突出部６３の先端と対向する位置に係止穴６２Ａを
開口して係止部６２としている。図に示す係止穴６２Ａはスリット状としており、折り畳
み椅子７が折り畳まれた状態で、弾性突出部６３の先端部を案内できる形状としている。
このように、第２リンク３２に係止部を設ける構造は、ロック解除ボタン６１から係止部
６２までの距離を短くしながら、座台８を垂直姿勢に係止できる。座台８は、第２リンク
３２に設けた係止穴６２Ａに弾性突出部６３が挿入されて垂直姿勢に係止される。
【００８２】
（弾性突出部６３）
　弾性突出部６３は、座台８の下面に、互いに両側に離間し、また反対に接近する方向に
往復運動できるように連結している。図４の座台８は、第２の端部８Ｂ側の中央部に一対
の弾性突出部６３を配置する収納部４７を形成しており、この収納部４７に配置される一
対の弾性突出部６３を、収納部４７から両側に突出するように設けている。一対の弾性突
出部６３を座台８の裏面に沿って往復運動できるように配置するために、座台８は、往復
運動方向に伸びる一対のリブ４８（図５参照）を設けている。このリブ４８の間に弾性突
出部６３を配置して、弾性突出部６３を往復運動できるようにしている。一対のリブ４８
の先端縁には、カバー部材６７が固定されており、リブ４８の間に配置される一対の弾性
突出部６３が脱落するのを防止している。
【００８３】
　図９に示す弾性突出部６３は、プラスチックを柱状に成形して、その先端部に係止穴６
２Ａに挿入される係止凸部６６を設けている。さらに、弾性突出部６３は、係止凸部６６
より後退した位置に、折畳脚９の金属パイプ３７を案内する凹部６３Ｂを形成している。
この凹部６３Ｂは、往復運動する弾性突出部６３が金属パイプ３７に干渉しない形状とし
ている。さらにまた、弾性突出部６３は、後端部に、往復運動方向に延びるスリット６３
Ａを開口しており、このスリット６３Ａの内部に座台８の裏面側に突出するガイド凸部４
９を案内するようにしている。スリット６３Ａに案内されるガイド凸部４９は、カバー部
材６７を固定する止ネジ６９をねじ込むボスに兼用されている。
【００８４】
　弾性突出部６３は、図９に示すように、座台８のガイド凸部４９との間に配設している
押しバネの弾性体６８でもって、係止凸部６６を両側に弾性的に押し出す構造としている
。押しバネである弾性体６８は、弾性突出部６３に形成されたスリット６３Ａの内部であ
って、座台８に一体的に成形して設けているガイド凸部４９と、スリット６３Ａの内面と
の間に案内されて、弾性突出部６３の係止凸部６６を弾性的に押し出している。一対の弾
性突出部６３は、ロック解除ボタン６１が操作されない状態では、互いに離れる方向に移
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動するように弾性体６８で付勢されている。弾性突出部６３は、弾性体６８で外側に押し
出される状態で先端に設けた係止凸部６６が係止部６２に案内されて係止状態となる。
【００８５】
　弾性的に押し出されて係止部６２に案内される係止凸部６６は、座台８を垂直姿勢とす
る状態で、係止部６２に案内される先端部の対向面を傾斜面６６Ａとしている。図９に示
す係止凸部６６は、座台８の内面と対向する側を平面状とし、反対側である表出面を先端
に向かって傾斜する傾斜面６６Ａとしている。この係止凸部６６は、座台８を水平姿勢か
ら垂直姿勢に折り畳むときに、傾斜面６６Ａが第２リンク３２の表面に沿って摺動してス
ムーズに係止穴６２Ａに押し込まれ、係止穴６２Ａに案内されると、弾性体７１で弾性的
に押し出される。このため、ロック解除ボタン６１を押すことなく、座台８を垂直姿勢に
折り畳んで、係止凸部６６をスムーズに係止部６２に案内して座台８を折畳位置に係止で
きる。ただ、係止凸部は、必ずしも傾斜面とすることなく、ロック解除ボタンを押してロ
ックを解除する状態として、座台８を垂直姿勢に折り畳むこともできる。
【００８６】
（駆動機構６４）
　駆動機構６４は、ロック解除ボタン６１の操作により、一対の弾性突出部６３を係止位
置から係止解除位置に移動させる。駆動機構６４は、ロック解除ボタン６１の下面に突出
する凸部６１Ａと弾性突出部６３に設けたスリット６３Ａで構成されている。正確には、
駆動機構６４は、凸部６１Ａに形成された傾斜面６１ａと、この傾斜面６１ａに対向して
スリット６３Ａの内面に形成された傾斜面６３ａとで構成されている。弾性突出部６３は
、ロック解除ボタン６１で操作されて係止状態が解除されるように、ロック解除ボタン６
１の下面に突出する凸部６１Ａをスリット６３Ａに案内する構造としている。スリット６
３Ａは、ロック解除ボタン６１の凸部６１Ａに設けた傾斜面６１ａと対向する内面に傾斜
面６３ａを備えており、ロック解除ボタン６１が押し下げられる状態で、移動する凸部６
１Ａの傾斜面６１ａに沿ってスリット６３Ａの傾斜面６３ａを摺動させて、一対の弾性突
出部６３を互いに接近する方向に移動できるようにしている。一対の弾性突出部６３は、
ロック解除ボタン６１が押し下げられる状態で、互いに接近する方向に移動されて係止解
除位置に移動し、先端の係止凸部６６が係止穴６２Ａから引き抜かれて係止状態が解除さ
れる。ロック解除ボタン６１が解放されると、弾性体６５で押し上げられると共に、一対
の弾性突出部６３が弾性体６８で外側に押し出されて、係止凸部６６が係止位置まで移動
する。
【００８７】
　以上の構造の折り畳み椅子７は、以下の動作をして開閉される。
［座台８の折り畳み状態］
　図１、図７Ａに示すように、上下台３０は上昇位置にあり、座台８、折畳脚９、第１リ
ンク３１、第２リンク３２、及び第３リンク３３は、支柱５と平行な姿勢で折り畳まれて
いる。支柱５、折畳脚９、及び第２リンク３２は、図４に示すように、周壁４１の切欠部
４２に案内される。第１リンク３１も支柱５と平行に折り畳まれる。この状態で、折り畳
み椅子７は、折り畳み状態に保持される。ベースフレーム１をキャスター４で移動させる
とき、あるいは折り畳み椅子７を使用しないときは、この状態として折り畳み椅子７を支
柱５と平行な姿勢とする。
【００８８】
［座台８を開いて椅子として使用するとき］
　ロック解除ボタン６１を押してロック機構６０のロック状態を解除する。ロック解除ボ
タン６１が押されると、図９に示すように、凸部６１Ａの傾斜面６１ａが、弾性突出部６
３のスリット６３Ａの内面に形成された傾斜面６３ａを滑って、一対の弾性突出部６３を
互いに接近させる方向に移動させる。互いに接近する弾性突出部６３は、係止凸部６６を
第２リンク３２の係止穴６２Ａから引き抜いて、係止部６２との係止状態を解除する。
【００８９】
　ロック解除ボタン６１を押してロック状態を解除した後、図７Ｂの矢印Ａで示すように
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、折畳脚９を垂直姿勢から水平姿勢に傾動させる。折畳脚９を支柱５から離れる方向に傾
動させようとすると、第１リンク３１を介して連結された座台８が、矢印Ｂで示すように
、折畳脚９の傾動に連動して展開方向に傾動される。さらに、折畳脚９の上端が連結され
た上下台３０が、矢印Ｃで示すように支柱５に沿って降下する。さらに、図７Ｃの矢印Ｄ
で示すように、座台８の先端である第２の端部８Ｂを持ち上げて、上下台３０が座台スト
ッパ３４に当接するまで降下させて停止させる。この状態で、第２リンク３２が折畳脚９
の開度を制限して折畳脚９の開脚位置を特定する。さらに、図７Ｄの矢印Ｅで示すように
、第１リンク３１の摺動筒５１を折畳脚９に沿って自重で降下させて中間ストッパ３５に
当接するまで降下させて停止させる。この状態で、座台８は、第１リンク３１、折畳脚９
、及び第２リンク３２に支持されて、水平ないしほぼ水平の姿勢に配置される
【００９０】
［座台８を閉じて折り畳み状態に収納するとき］
　図８Ａの矢印Ａで示すように、第１リンク３１のリンク本体５０を座台８の内側に向か
って傾動させて、摺動筒５１を矢印Ｂで示すように折畳脚９に沿って上昇させる。その後
、図８Ｂの矢印Ｃで示すように、座台８の第２の端部８Ｂを降下させて座台８を傾動させ
る。座台８は、第３リンク３３の可動端３３Ａを支点として傾動し、矢印Ｄで示すように
、上下台３０を上昇させる。上昇する上下台３０は、折畳脚９の上端を上昇させ、これに
連動して折畳脚９が矢印Ｅで示すように支柱５側に折り畳まれる。さらに、図８Ｃの矢印
Ｆで示すように座台８が傾動されることで、上下台３０が上昇され、折畳脚９が矢印Ｇで
示すように支柱５に接近する方向に折り畳まれる。図８Ｄで示すように、座台８、折畳脚
９、第１リンク３１、第２リンク３２、及び第３リンク３３が支柱５と平行な姿勢として
折り畳まれる。
【００９１】
　この状態で、座台８は、垂直姿勢に折り畳まれて、図４と図９に示すように、両側の周
壁４１の間に一対の支柱５が収納されると共に、折畳脚９、第１リンク３１、第２リンク
３２、及び第３リンク３３が支柱５の間に収納される。さらに、この状態で、座台８の両
側に突出する弾性突出部６３の係止凸部６６が座台ストッパ３４の係止部６２に係止され
て、ロック機構６０により座台８が垂直姿勢に保持される。
【００９２】
（支柱ストッパ１５）
　支柱ストッパ１５は、支柱５の伸縮を停止できる全ての機構を利用できる。支柱ストッ
パ１５の一例を、図１０と図１１に示す。これらの図の支柱ストッパ１５は、引出ロッド
５Ａの下端部に配設されて、ガイド筒５Ｂに向かって弾性的に突出する突出ピン１６と、
ガイド筒５Ｂに設けられて、突出ピン１６が挿入される係止部１７と、突出ピン１６を係
止部１７から強制的に引き抜く解除機構１８とを備える。
【００９３】
　突出ピン１６は、ガイド筒５Ｂに向かって弾性的に突出するように、弾性部材１９を介
して引出ロッド５Ａの下端部に装着されている。この突出ピン１６は、弾性部材１９に押
圧されて引出ロッド５Ａから弾性的に突出している。係止部１７は、突出ピン１６が挿入
される貫通孔または凹部である。図に示すガイド筒５Ｂは、突出ピン１６を挿入させる貫
通孔を開口して係止部１７としている。係止部１７を貫通孔とする構造は、ここから突出
ピン１６をガイド筒５Ｂの外側に突出させて、支柱５を確実に停止できる特長がある。こ
のことは、とくに、支柱５を杖代わりに使用して、いいかえるとグリップ６に体重をかけ
る姿勢として体を支えるときに極めて安全に使用できる。それは、突出ピン１６が不意に
係止部１７から外れて、支柱５が押し込まれるのを有効に防止できるからである。また、
グリップ６を持って鞄全体を持ち上げるときにも、支柱５が不意に引き出されるのを防止
できる特長もある。このように、引出ロッド５Ａの位置を確実に固定できる支柱ストッパ
１５は、グリップ６を上昇位置とする場合においても、また降下位置とする場合において
も、極めて安全に使用できる特長がある。ただ、係止部は、突出ピンの先端部を挿入させ
る凹部とすることもできる。
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【００９４】
　ガイド筒５Ｂに設けた係止部１７は、図示しないが、引出ロッド５Ａを最も引き上げた
状態と、中間まで引き上げた状態と、最も降下させた状態とで突出ピン１６を挿入する位
置に係止部１７を設けている。引出ロッド５Ａが最も引き上げられた状態では、最も上の
係止部１７に突出ピン１６が挿入され、引出ロッド５Ａが最も降下された状態では、最も
下の係止部１７に突出ピン１６が挿入され、さらに、引出ロッド５Ａが中間まで引き上げ
られた状態では、突出ピン１６が中間の係止部１７に挿入されて支柱５の伸縮が停止され
る。このように、ガイド筒５Ｂの中間に係止部１７を設けた支柱５は、複数の段階に分け
て引出ロッド５Ａを伸縮できる特長がある。ただ、支柱は、必ずしも中間位置で停止でき
る構造とする必要はなく、上昇位置と降下位置に停止させることもできる。さらに、支柱
５は、ガイド筒５Ｂの中間に複数の係止部１７を設けて、中間まで引き上げた引出ロッド
５Ａを複数の引き上げ位置で停止できる。この支柱５は、グリップ６の位置を少しずつ上
下させて最適な位置を選択できる。
【００９５】
　解除機構１８は、グリップ６に設けている押しボタン２０と、この押しボタン２０に連
結されて、押しボタン２０で上下に移動される駆動ロッド２１と、駆動ロッド２１の下端
に押圧されて、突出ピン１６を強制的に引き込む方向に回動する回動片２２とを備える。
【００９６】
　押しボタン２０は、グリップ６の上面の中央部分に、上下に移動できるように配設して
いる。押しボタン２０は、弾性体２３を介してグリップ６の下面に連結しており、この弾
性体２３を介して弾性的に押し出されている。この押しボタン２０は、下面に駆動ロッド
２１を連結しており、押しボタン２０が指で上下に移動されると、駆動ロッド２１を上下
に駆動するようにしている。
【００９７】
　駆動ロッド２１は、グリップ６と引出ロッド５Ａの内部に配設されており、押しボタン
２０で上下に駆動されて回動片２２を回動させる。図に示す駆動ロッド２１は、グリップ
６の下面に連結された水平ロッド２１Ａと、引出ロッド５Ａに挿通された垂直ロッド２１
Ｂとを備える。水平ロッド２１Ａの両端は、垂直ロッド２１Ｂの上端の上方に位置してお
り、水平ロッド２１Ａが下方に押圧されると垂直ロッド２１Ｂを下方に押し下げるように
している。垂直ロッド２１Ｂは、上端を、引出ロッド５Ａ内を上下に移動する挿入キャッ
プ２４に挿通しており、垂直ロッド２１Ｂを引出ロッド５Ａ内で正確に上下に移動できる
ようにしている。ただ、水平ロッドの両端は、垂直ロッドの上端に連結することもできる
。たとえば、駆動ロッドは、コ字状に折曲してなる１本のロッドとすることもできる。駆
動ロッド２１の下端は、引出ロッド５Ａの下端まで延長されている。
【００９８】
　回動片２２は、引出ロッド５Ａの下端に連結されており、駆動ロッド２１の下端に押圧
されて突出ピン１６を強制的に引き込む方向に回動する。図に示す引出ロッド５Ａは、下
端にガイドキャップ２５を連結しており、このガイドキャップ２５の内部に、垂直面内で
回動できるように回動片２２を装着している。このガイドキャップ２５は、駆動ロッド２
１の下端部を正確に上下動できるように、引出ロッド５Ａに挿入される連結筒部２６に、
駆動ロッド２１を挿通する挿通孔２６Ａを開口している。回動片２２は、一端を回転軸２
７を介してガイドキャップ２５に連結すると共に、他端の両側には、突出ピン１６に向か
って突出するピン２２Ａを設けている。この回動片２２は、駆動ロッド２１で押圧されて
回動するとき、ピン２２Ａの先端を突出ピン１６の両側に設けた突出部１６Ａに当接させ
て、回動するピン２２Ａで突出ピン１６を押圧して強制的に後退させる。駆動ロッド２１
の押圧が解除されると、突出ピン１６は回動片２２のピン２２Ａに押圧されなくなり、弾
性部材１９で弾性的に押し出されて回動片２２を元の姿勢に回動させる。
【００９９】
　以上の解除機構１８は、押しボタン２０が押されると駆動ロッド２１が押し下げられて
、駆動ロッド２１の下端に配設された回動片２２が回動される。回動する回動片２２は、
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ピン２２Ａの先端で突出ピン１６を引き抜く方向に移動させて、突出ピン１６を係止部１
７から引き抜く。この状態で、支柱ストッパ１５は解除されて、引出ロッド５Ａがガイド
筒５Ｂの内部を上下に移動できる状態となる。押しボタン２０を離すと、突出ピン１６が
弾性部材１９に押圧されてガイド筒５Ｂに向かって突出できる状態となる。
【０１００】
　この支柱ストッパ１５は、グリップ６に設けている解除機構１８の押しボタン２０を押
して、突出ピン１６を強制的に引き込んで、支柱ストッパ１５を解除する。支柱ストッパ
１５を解除して、引出ロッド５Ａを引き上げ、あるいは降下させる。突出ピン１６が引き
込まれた引出ロッド５Ａは、ガイド筒５Ｂの内部を上下に移動する。押しボタン２０を離
した後、グリップ６を所定の高さに調整すると、突出ピン１６が係止部１７に案内され、
支柱５の伸縮が停止されて、グリップ６の上昇と降下が停止される。
【０１０１】
　以上の構造の支柱ストッパ１５は、簡単な構造で、支柱５を決められた位置に停止でき
る。ただし、支柱ストッパは、以上の構造に特定しない。支柱ストッパには支柱を所定の
位置で停止できる全ての機構とすることができる。
【０１０２】
（鞄本体２の脱着構造）
　以下に鞄本体２をベースフレーム１に装着する方法を説明する。図１～図３は、水平台
３の上面であって、支柱５に隣接して鞄本体２を搭載している。図に示す鞄本体２は、ベ
ースフレーム１に設けた連結フック７１に、鞄本体２を脱着できるように装着する構造と
している。したがって、図１～図３に示す鞄本体２は、ベースフレーム１の支柱と対向す
る側面であって、上下左右の四隅部に、連結フック７１を挿入する連結部２Ａを設けてい
る。図に示す連結部２Ａは、帯状の連結バンドの両端部を鞄本体２に縫着して設けている
。ただ、連結部は、ベースフレームの連結フックを案内できる他の全ての構造とすること
ができる。
【０１０３】
　連結フック７１は、支柱５に連結している。図３のベースフレーム１は、ガイド筒５Ｂ
の上端部に設けた連結ロッド１３の両端部に連結フック７１を設けると共に、支柱５の下
部に沿ってスライド自在に設けられた一対の固定具７０に連結フック７１を設けている。
連結ロッド１３は、プラスチックでもって連結フック７１を一体的に成形して設けている
。連結ロッド１３に設けた連結フック７１は上方に延長され、鞄本体２の上部に設けられ
る連結部２Ａに挿入されるようにしている。
【０１０４】
　固定具７０は、その正面側には、下方に突出された連結フック７１を、背面側には、回
動式のロック片７２を設けている。ロック片７２は、回転軸を中心に上下に旋回可能とし
ており、上側に旋回させるとロック状態を解除して、固定具７０が支柱５に沿って上下に
スライドできるスライド状態となる。また、ロック片７２を下側に旋回させると、その位
置で固定具７０が支柱５上で固定されるロック状態となる。
【０１０５】
　以上のベースフレーム１は、鞄本体２を固定する際には、図３の鎖線で示すように、固
定具７０のロック片７２を上側に旋回させてスライド状態として、上方に移動させる。こ
の状態で、鞄本体２の上側の連結部２Ａに連結ロッド１３に設けた連結フック７１を通し
、鞄本体２の底面を水平台３に乗せる。さらに、図３の実線で示すように、固定具７０を
下方にスライドさせて、フック７１を鞄本体２の下側の連結部２Ａに通す。最後にロック
片７２を下側に旋回させて固定具７０をロック状態とし、鞄本体２をベースフレーム１に
固定する。なお鞄本体２をベースフレーム１から分離させるには、上記と逆の手順を経る
。ただ、鞄本体２の連結構造は以上の構造には限定されない。ベースフレーム１は、鞄本
体２を脱着自在に連結する他の全ての構造が採用できる。
【０１０６】
（ストッパ機構８０）
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　さらに、図１２に示すベースフレーム１は、水平台３の底面の四隅部に固定してなる水
平面内で回転自在な４個の首振り自在なキャスター４の水平方向の向きを、ベースフレー
ム１の移動を停止するストップ方向に停止して、ベースフレーム１の移動を停止するよう
にしてなるストッパ機構８０を備える。
【０１０７】
（キャスター４）
　水平台３は、四隅部に首振り自在なキャスター４を固定している。図１３の断面図は、
水平台３にキャスター４を連結する部分を示している。この図の水平台３は、キャスター
４を連結する固定部９０を四隅部に固定している。固定部９０は、キャスター４を挿入し
て固定する円筒形の嵌着凹部９０Ａを下方に開口するように設けている。さらにまた、固
定部９０は、後述するストッパ機構８０の突出ピン８１を出入りさせる貫通孔９０Ｘを設
けている。
【０１０８】
　首振り自在なキャスター４は、水平台３に固定するために、嵌着凹部９０Ａと同径の円
柱形の基礎台９１を備え、この基礎台９１を嵌着凹部９０Ａに挿入して接着剤等で固定部
９０に、すなわち水平台３に固定している。さらに、基礎台９１は、固定部９０の貫通孔
９０Ｘに挿入される突出ピン８１を出入りさせる開口孔９１Ｘを設けている。後述するス
トッパ機構８０の突出ピン８１は、固定部９０の貫通孔９０Ｘと、基礎台９１の開口孔９
１Ｘに出入りできるように挿通されて、キャスター４をストップ方向に停止する。
【０１０９】
　キャスター４の基礎台９１は、垂直軸９２とベアリング９３を介して、ヨーク９４を水
平面内で回転できるが抜けないように連結している。ベアリング９３は、内輪９３Ａと外
輪９３Ｂとの間に複数の剛球９３Ｃを介在させている。基礎台９１は、その中心に垂直軸
９２を固定して、垂直軸９２の下部にベアリング９３の内輪９３Ａを固定している。垂直
軸９２は、上下の両端の鍔部９２Ａ、９２Ｂで、基礎台９１とベアリング９３の内輪９３
Ａを挟んで、内輪９３Ａを基礎台９１に固定している。ベアリング９３の外輪９３Ｂは、
ヨーク９４に固定され、ヨーク９４はベアリング９３を介して水平面内で回転できるよう
に、基礎台９１と固定部９０を介して水平台３に固定される。ヨーク９４を水平面内で回
転できるように、基礎台９１はヨーク９４の上部を回転自在に挿入する連結開口９１Ａを
設けている。ヨーク９４は、連結開口９１Ａに接触することなく、基礎台９１に回転でき
るように連結される。ヨーク９４は、連結開口９１Ａへの挿入部９４Ａを円柱状とし、連
結開口９１Ａは、円柱状の挿入部９４Ａの外形よりも大きな内径の円柱状としている。
【０１１０】
　ヨーク９４は、その下端部に、水平姿勢のシャフト９６を介して、車輪９５を回転でき
るように連結している。車輪９５は、凹凸のある路面をスムーズに移動できるように、外
周をゴム状弾性体としている。この車輪９５は、全体を弾性変形できるウレタンで成形し
、あるいは、外周縁に沿って弾性変形するウレタンなどを固定して、外周をゴム状弾性体
とする。車輪９５もベアリング（図示せず）を介してシャフト９６に連結されて、よりス
ムーズに回転できる。
【０１１１】
　以上のベースフレーム１は、４個のキャスター４で自立する状態とし、グリップ６を長
手方向に押して移動される。また、ストッパ機構８０で首振り自在なキャスター４の水平
方向の向きをストップ方向に停止して、ベースフレーム１の移動を停止状態とする状態と
することもできる。
【０１１２】
　ストッパ機構８０は、キャスター４の水平方向の向きを、図１４～図１６に示す方向に
停止して、ベースフレーム１を停止状態とし、また、キャスター４を水平面内で自由に回
転できる状態として、移動できる状態、すなわち移動状態とする。
【０１１３】
　ストッパ機構８０は、４個のキャスター４の水平方向の向きを、連動してストップ方向
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に停止して、移動状態と停止状態とに切り換える。このストッパ機構８０は、図１、図２
、及び図１２に示すように、支柱５の連結ロッド１３に設けている操作部８３と、この操
作部８３にワイヤー８４で連結しているロック部８５とからなる。ユーザーが操作部８３
を操作すると、ロック部８５がキャスター４の方向をストップ方向に停止して、停止状態
とする。また、操作部８３を操作して、移動状態に切り換えられる。
【０１１４】
　操作部８３は、ワイヤー８４を引っ張って、キャスター４の方向をストップ方向に停止
して停止状態とし、ワイヤー８４を引っ張らない状態でキャスター４を移動状態とする。
ワイヤー８４は、ワイヤーチューブ８４Ａの内部に挿通されており、一端を操作部８３に
、他端をロック部８５のスライドブロック（図示せず）に連結している。ワイヤーチュー
ブ８４Ａは、連結ロッド１３から水平台３まで延長されており、内部のワイヤー８４をス
ムーズに往復運動できるようにしている。ワイヤー８４は、操作部８３が、引っ張り方向
にスライドされるとスライドブロックへ牽引力を伝達する。逆に、ワイヤー８４は、操作
部８３が、復帰方向にスライドされるとスライドブロックを復帰させ、あるいは、スライ
ドブロックが復帰方向に付勢されることにより操作部８３を復帰させる。
【０１１５】
　ロック部８５は、図１２に示すように、水平台３の下面に配置されて、ワイヤー８４で
往復運動されるスライドブロック（図示せず）と、このスライドブロックの往復運動でキ
ャスター４のヨーク９４に向かって出入りされる突出ピン８１とを備える。
【０１１６】
　スライドブロックは、水平台３の下面を往復運動して、スライドブロックの両側に配置
された突出ピン８１をキャスター４のヨーク９４に向かって出入りさせる。スライドブロ
ックは、ワイヤー８４の一端が連結されており、ワイヤー８４で駆動されて往復方向に移
動される。スライドブロックは、ワイヤーで引っ張られると、突出ピン８１を突出させる
方向にスライドし、反対に、ワイヤー８４で押されて、あるいは、スライドブロックを逆
方向に付勢する弾性体を介して、突出ピン８１を後退させる方向にスライドする。
【０１１７】
　突出ピン８１は、キャスター４のヨーク９４に向かって、正確には、ヨークの中心であ
る垂直軸９２に向かって出入りされて、キャスター４のヨーク９４をストップ方向に停止
する停止状態とし、あるいは、ヨーク９４を停止しない移動状態とする。突出ピン８１は
、固定部９０と基礎台９１を貫通するロッド部が、キャスター４のヨーク９４に向かって
押し出されて、先端部がヨーク９４に設けた係止凹部８２に挿入される状態で、ヨーク９
４をストップ方向に停止させる。ロッド部が後退されて、先端部がヨーク９４の係止凹部
８２から引き出される状態では、キャスター４のヨーク９４は停止されることなく自由に
回転できる状態となる。
【０１１８】
　キャスター４のヨーク９４は、外周面に突出ピン８１の先端部が挿入される係止凹部８
２を設けている。この係止凹部８２は、ロッド部の先端と対向する位置であって、ロッド
部の先端部を案内してヨーク９４の回転を阻止できる深さと形状に設けている。４隅のキ
ャスター４は、図１４～図１６に示すストップ方向でヨーク９４を停止できるように、各
々のキャスター４のヨーク９４に係止凹部８２を設けている。図のヨーク９４は、方向が
１８０度異なるふたつのストップ方向に停止できるように、ヨーク９４の直径の両端に位
置して二つの係止凹部８２を設けている。このヨーク９４は、キャスター４が半回転する
状態では、いずれかの係止凹部８２に突出ピン８１の先端を案内できるので、速やかにキ
ャスター４の回転を停止できる。ただ、キャスター４は、必ずしも二つの係止凹部を設け
る必要はなく、一つの係止凹部を設けて一つのストップ方向に停止できる構造とすること
もできる。
【０１１９】
　以上のストッパ機構８０は、４個の首振り自在なキャスター４のストップ方向を、以下
の（Ａ）又は（Ｂ）の方向として、ベースフレーム１の移動を停止する。
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【０１２０】
（Ａ）４個のキャスター４のストップ方向が、４個のキャスター４の連結位置を四隅とす
る四角形のいずれか一つの辺にほぼ平行であって、隣に配置するキャスター４の水平方向
の向きが互いに直交する方向にあって、互いに対角位置にある一対のキャスター４の水平
方向の向きが互いに平行な方向。
【０１２１】
　以上の状態を図１４の概略底面図に示している。この停止状態において、４個のキャス
ター４は、互いに隣接するものが直交する方向を向くので、ベースフレーム１が矢印Ａで
示す方向に移動しようとするときは、移動方向に直交する車輪９５ａと車輪９５ｃが移動
を停止する。また、矢印Ｂで示す方向に移動しようとするときは、移動方向に直交する車
輪９５ｂと車輪９５ｄが移動を停止する。また、ベースフレーム１が回転しようとすると
きは、全ての車輪９５が回転を停止する。
【０１２２】
（Ｂ）４個のキャスター４のストップ方向が、４個のキャスター４の連結位置を四隅とす
る四角形のいずれか一つの辺にほぼ平行であって、互いに対角位置にある一対のキャスタ
ー４の向きが互いに直交する方向。
【０１２３】
　以上の状態を図１５と図１６の概略底面図に示している。この停止状態において、４個
のキャスター４は、互いに対角に位置するものが直交する方向を向く。したがって、図１
５のベースフレーム１は、矢印Ａで示す方向に移動しようとするときは、移動方向に直交
する車輪９５ｃと車輪９５ｄが移動を停止し、矢印Ｂで示す方向に移動しようとするとき
は、移動方向に直交する車輪９５ａと車輪９５ｂが移動を停止する。また、ベースフレー
ム１が回転しようとするときは、車輪９５ａと車輪９５ｂが回転を停止する。図１６のベ
ースフレーム１は、矢印Ａで示す方向に移動しようとするときは、移動方向に直交する車
輪９５ｂと車輪９５ｃが移動を停止し、矢印Ｂで示す方向に移動しようとするときは、移
動方向に直交する車輪９５ａと車輪９５ｄが移動を停止する。また、ベースフレーム１が
回転しようとするときは、車輪９５ｂと車輪９５ｃが回転を停止する。
【０１２４】
　なお、以上の図１４～図１６に示すキャスター４のストップ方向は、４個のキャスター
４の連結位置を四隅とする四角形のいずれか一つの辺に平行としている。ただし、ベース
フレーム１は、４個のキャスター４のストップ方向を、四角形のいずれか一つの辺に対し
て多少角度のある状態とすることもできる。ベースフレーム１は、キャスター４のストッ
プ方向と、四角形のいずれか一つの辺となす角度を３０度以内、好ましくは１５度以内と
することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明の折り畳み椅子を有する鞄及びこれを構成するベースフレームは、旅行用、ビジ
ネス用、買い物用などのキャリングケース等として、さらに荷物搬送用の台車等としても
好適に利用できる。
【符号の説明】
【０１２６】
１…ベースフレーム
２…鞄本体
２Ａ…連結部
３…水平台
４…キャスター
５…支柱
５Ａ…引出ロッド
５Ｂ…ガイド筒
６…グリップ
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７…折り畳み椅子
８…座台
８Ａ…第１の端部
８Ｂ…第２の端部
９…折畳脚
１１…支持台
１２…突出部
１３…連結ロッド
１４…挿入隙間
１５…支柱ストッパ
１６…突出ピン
１６Ａ…突出部
１７…係止部
１８…解除機構
１９…弾性部材
２０…押しボタン
２１…駆動ロッド
２１Ａ…水平ロッド
２１Ｂ…垂直ロッド
２２…回動片
２２Ａ…ピン
２３…弾性体
２４…挿入キャップ
２５…ガイドキャップ
２６…連結筒部
２６Ａ…挿通孔
２７…回転軸
２８…補強リブ
２９…貫通孔
３０…上下台
３１…第１リンク
３１Ａ…可動端
３１Ｂ…固定端
３２…第２リンク
３２Ａ…可動端
３２Ｂ…固定端
３３…第３リンク
３３Ａ…可動端
３３Ｂ…固定端
３４…座台ストッパ
３５…中間ストッパ
３６…傾動軸
３７…金属パイプ
３８…連結部材
３８Ａ…脚部
３８Ｂ…非接触凹部
３９…固定部材
４０…座面プレート
４０Ａ…貫通穴
４１…周壁
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４２…切欠部
４２Ａ…第１切欠部
４２Ｂ…第２切欠部
４３…座面カバー
４４…軸受部
４５…固定リブ
４６…軸受リブ
４７…収納部
４８…リブ
４９…ガイド凸部
５０…リンク本体
５１…摺動筒
５２…周壁
５３…リブ
５４…回動軸
５５…回動軸
５６…弾性体
５７…連結具
５８…連結具
６０…ロック機構
６１…ロック解除ボタン
６１Ａ…凸部
６１ａ…傾斜面
６１ｂ…フランジ部
６２…係止部
６２Ａ…係止穴
６３…弾性突出部
６３Ａ…スリット
６３ａ…傾斜面
６３Ｂ…凹部
６４…駆動機構
６５…弾性体
６６…係止凸部
６６Ａ…傾斜面
６７…カバー部材
６８…弾性体
６９…止ネジ
７０…固定具
７１…連結フック
７２…ロック片
８０…ストッパ機構
８１…突出ピン
８２…係止凹部
８３…操作部
８４…ワイヤー
８４Ａ…ワイヤーチューブ
８５…ロック部
９０…固定部
９０Ａ…嵌着凹部
９０Ｘ…貫通孔



(28) JP 2017-196335 A 2017.11.2

10

20

30

９１…基礎台
９１Ａ…連結開口
９１Ｘ…開口孔
９２…垂直軸
９２Ａ…鍔部
９２Ｂ…鍔部
９３…ベアリング
９３Ａ…内輪
９３Ｂ…外輪
９３Ｃ…剛球
９４…ヨーク
９４Ａ…挿入部
９５…車輪
９５ａ…車輪
９５ｂ…車輪
９５ｃ…車輪
９５ｄ…車輪
９６…シャフト
１９０…椅子
１９１…座台
１９２…折畳脚
１９５…支柱
２０１…水平台
２０５…支柱
２３１…座台
２３２…折畳脚
２３３…第１リンク
２３４…第２リンク
２３７…座台ストッパ
２３９…弾性ロッド
２４０…連結部
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